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要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の 

手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について 

 

 

認定調査等の実施については「要介護認定における「認定調査票記入の手引

き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」につ

いて」（平成 21 年 3 月 31 日老老発第 0331001 号厚生労働省老健局老人保健課

長通知。以下「課長通知」という。）に基づき実施しているところである。   

今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護

認定等の方法を見直したことに伴い「認定調査票記入の手引き」（別添１）、

「主治医意見書記入の手引き」（別添２）及び「特定疾病にかかる診断基準」

（別添３）を定め、平成 21年 10月 1日から適用することとしたので通知する。 

なお、本通知の施行に伴い、課長 通知は平成 21年 9月 30日限りで廃止する。 
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